
（８）条例による事務処理の特例による市町村への権限移譲事務一覧（令和8年4月1日現在）
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1
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法に基づく
建築の許可等

（5事務） 空港地域共生課 ○ 権限移譲事務 4 ○ ○ ○ ○

1の2
旅券法及び同法施行規則の規定による一般旅券の
発給の申請の受理等 （17事務） 国際課 ○ 経由事務等 41 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1の3 削除

1の4

千葉県福祉のまちづくり条例及び条例の施行のた
めの規則に基づく公益的施設が整備規準に適合し
ている場合の適合証の交付、特定施設の新設又は
改修に係る監督処分等

（14事務） 健康福祉指導課 ○ 権限移譲事務 14 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2
栄養士法施行令に基づく知事又は知事を経由して
厚生労働大臣に対して行う申請等の経由 （12事務） 健康づくり支援課 経由事務等 3 ○ ○ ○

3
調理師法施行令及び調理師法の施行のための規則
に基づく知事に対して行う申請等の経由 （7事務） 健康づくり支援課 経由事務等 3 ○ ○ ○

3の2
難病の患者に対する医療等に関する法律及び難病
の患者に対する医療等に関する法律施行規則に基
づく支給認定の申請等の経由

（10事務） 疾病対策課 経由事務等 2 ○ ○

4
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づ
く健康診断の実施、記録の作成及び保存、指導 （3事務） 健康福祉指導課 権限移譲事務 3 ○ ○ ○

5

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律、原子
爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令及び
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規
則に基づく知事又は知事を経由して厚生労働大臣
に対して行う申請等の経由

（29事務） 健康福祉指導課 経由事務等 3 ○ ○ ○

5の2

母子及び父子並びに寡婦福祉法及び母子及び父子
並びに寡婦福祉法施行令並びに法の施行のための
規則に基づく知事に対して行う母子寡婦福祉資金
等の貸付に係る申請等の受理

（12事務） 児童家庭課 ○ 経由事務等 51 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5の3 削除

5の4
社会福祉法に基づく社会福祉施設設置届出の受理
等 （6事務） 高齢者福祉課 ○ 権限移譲事務 2 ○ ○

5の5
老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの設置認
可等 （6事務） 高齢者福祉課 ○ 権限移譲事務 2 ○ ○

5の6
老人福祉法に基づく有料老人ホームの設置届出の
受理等 （11事務） 高齢者福祉課 ○ 権限移譲事務 2 ○ ○

5の7

特別児童扶養手当等の支給に関する法律及び国民
年金法等の一部を改正する法律並びに障害児福祉
手当及び特別障害者手当の支給に関する省令に基
づく認定の請求の受理等

（3事務） 障害者福祉推進課 ○ 経由事務等 17 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5の8
障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス
事業者の指定等 （46事務） 障害福祉事業課 ○ 権限移譲事務 1 ○

5の9
障害者総合支援法に基づく支給認定の申請に係る
審査等 （3事務） 障害者福祉推進課 ○ 権限移譲事務 53 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5の10
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業
の開始の届出の受理等 （11事務） 障害福祉事業課 ○ 経由事務等 1 ○

6

千葉県心身障害者扶養年金条例、千葉県心身障害
者扶養年金条例の一部を改正する条例及び条例の
施行のための規則に基づく加入の申込みの受理、
証書の交付、掛金の徴収、年金の支払等

（11事務） 障害者福祉推進課 ○ 経由事務等 53 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に
関する法律の規定による業務の停止及び禁止 （1事務） 医療整備課 権限移譲事務 3 ○ ○ ○

8
医師法及び医師法施行令に基づく知事を経由して
厚生労働大臣に対して行う申請等の経由 （8事務） 医療整備課 経由事務等 3 ○ ○ ○

9
歯科医師法及び歯科医師法施行令に基づく知事を
経由して厚生労働大臣に対して行う申請等の経由 （8事務） 医療整備課 経由事務等 3 ○ ○ ○

10
保健師助産師看護師法及び保健師助産師看護師法
施行令に基づく知事又は知事を経由して厚生労働
大臣に対して行う申請等の経由

（16事務） 医療整備課 経由事務等 3 ○ ○ ○

11 歯科衛生士法の規定による氏名等の届出の受理 （1事務） 医療整備課 経由事務等 3 ○ ○ ○

11の2
医療法、医療法施行令及び医療法施行規則に基づ
く病院等の開設許可及び変更許可等 （14事務） 医療整備課 権限移譲事務 1 ○

12 医療法の規定による病院等の構造設備の検査 （1事務） 医療整備課 権限移譲事務 2 ○ ○

12の2

医療法、良質な医療を提供する体制の確立を図る
ための医療法等の一部を改正する法律の規定によ
りなおその効力を有することとされる同法による
改正前の医療法、医療法施行令並びに医療法施行
規則に基づく医療法人の設立認可及び変更の認可
等

（45事務） 医療整備課 権限移譲事務 1 ○

事務の概要
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事務の概要

13

医療法、良質な医療を提供する体制の確立を図る
ための医療法等の一部を改正する法律附則の規定
によりなおその効力を有することとされる同法に
よる改正前の医療法並びに医療法施行令に基づく
知事又は知事を経由して厚生労働大臣に対して行
う申請等の経由

（41事務） 医療整備課 経由事務等 2 ○ ○

13の2
医療法に基づく知事又は知事を経由して厚生労働
大臣に対して行う申請等の経由 （10事務） 医療整備課 経由事務等 3 ○ ○ ○

14
死体解剖保存法施行令に基づく知事又は知事を経
由して厚生労働大臣に対して行う申請等の経由 （5事務） 医療整備課 経由事務等 3 ○ ○ ○

15
診療放射線技師法及び診療放射線技師法施行令に
基づく知事を経由して厚生労働大臣に対して行う
申請の経由

（6事務） 医療整備課 経由事務等 3 ○ ○ ○

16
歯科技工士法及び歯科技工士法施行令に基づく知
事又は知事を経由して厚生労働大臣に対して行う
申請等の経由

（8事務） 医療整備課 経由事務等 3 ○ ○ ○

17

臨床検査技師等に関する法律施行令及び臨床検査
技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部
を改正する政令の規定によりなおその効力を有す
ることとされる同令による改正前の臨床検査技
師、衛生検査技師等に関する法律施行令に基づく
知事を経由して厚生労働大臣に対して行う申請等
の経由

（13事務） 医療整備課 経由事務等 3 ○ ○ ○

18
理学療法士及び作業療法士法施行令に基づく知事
を経由して厚生労働大臣に対して行う申請等の経
由

（7事務） 医療整備課 経由事務等 3 ○ ○ ○

19
視能訓練士法施行令に基づく知事を経由して厚生
労働大臣に対して行う申請等の経由 （7事務） 医療整備課 経由事務等 3 ○ ○ ○

20
温泉法及び法の施行のための規則に基づく知事に
対して行う申請等の経由 （12事務） 薬務課 経由事務等 3 ○ ○ ○

20の2
毒物及び劇物取締法及び同法施行令の規定による
特定毒物研究者の許可申請等の経由等 （14事務） 薬務課 経由事務等 2 ○ ○

21
毒物及び劇物取締法及び毒物及び劇物取締法施行
令に基づく知事又は知事を経由して厚生労働大臣
に対して行う申請等の経由

（12事務） 薬務課 経由事務等 3 ○ ○ ○

22
覚醒剤取締法に基づく知事又は知事を経由して厚
生労働大臣に対して行う申請等の経由 （19事務） 薬務課 経由事務等 3 ○ ○ ○

22の2
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の
確保等に関する法律に基づく薬局の開設の許可等 （20事務） 薬務課 権限移譲事務 3 ○ ○ ○

22の3
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の
確保等に関する法律施行令に基づく薬局製造販売
医薬品の製造販売業の許可証の交付等

（12事務） 薬務課 権限移譲事務 3 ○ ○ ○

23

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の
確保等に関する法律及び医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行
規則に基づく薬局開設者又は登録販売者が知事に
対して行う申請等の経由

（9事務） 薬務課 経由事務等 3 ○ ○ ○

24
薬剤師法及び薬剤師法施行令に基づく知事を経由
して厚生労働大臣に対して行う申請等の経由 （8事務） 薬務課 経由事務等 3 ○ ○ ○

25
墓地、埋葬等に関する法律に基づく墓地、納骨堂
又は火葬場の経営等の許可等 （4事務） 衛生指導課 ○ 権限移譲事務 17 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

25の2

建築物における衛生的環境の確保に関する法律及
び建築物における衛生的環境の確保に関する法律
施行規則に基づく事務建築物管理事業登録等 （5事務） 衛生指導課 権限移譲事務 3 ○ ○ ○

26
動物の愛護及び管理に関する法律及び動物の愛護
及び管理に関する法律施行規則に基づく動物取扱
業の登録等

（40事務） 衛生指導課 権限移譲事務 2 ○ ○

26の2
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則に基づ
く登録証の交付等 （10事務） 衛生指導課 権限移譲事務 2 ○ ○

27
ふぐの取扱い等に関する条例及び条例の施行のた
めの規則に基づくふぐ処理師に対する監督処分、
営業の認証及び営業者に対する監督処分等

（11事務） 衛生指導課 権限移譲事務 3 ○ ○ ○

28 削除

28の2
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理
の改善の促進に関する法律に基づく電子情報処理
組織に使用する電子計算機の指定等

（2事務） 大気保全課 ○ 経由事務等 1 ○

29

千葉県環境保全条例及び条例の施行のための規則
に基づく特定施設が水質の汚濁を防止するために
必要な排水基準に適合しない場合の監督処分等 （14事務） 水質保全課 ○ 権限移譲事務 3 ○ ○ ○

30
千葉県環境保全条例及び条例の施行のための規則
に基づく地下水の採取の許可、地盤の沈下等の防
止のための監督処分等

（15事務） 水質保全課 ○ 権限移譲事務 28 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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31
千葉県環境保全条例及び条例の施行のための規則
に基づく知事に対して行う地下水の採取の許可等
に係る申請等の経由

（7事務） 水質保全課 ○ 経由事務等 28 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

32

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する
法律及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化
に関する法律施行規則に基づく登録票の発行、販
売の許可、許可を受けた者に対する監督処分等

（21事務） 自然保護課 権限移譲事務 54 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

33
家庭用品品質表示法に基づく卸売業者以外の販売
業者に対する監督処分等 （5事務） くらし安全推進課 ○ 権限移譲事務 17 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

34
消費生活用製品安全法に基づく特定製品の販売の
事業を行う者に対する監督処分等 （3事務） くらし安全推進課 ○ 権限移譲事務 17 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

34の2
千葉県青少年健全育成条例に基づく有害図書等の
区分陳列に関する勧告、立入検査等 （6事務） 県民生活・文化課 ○ 権限移譲事務 4 ○ ○ ○ ○

35
電気用品安全法に基づく販売事業者に対する監督
処分等 （3事務） 産業保安課 ○ 権限移譲事務 17 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

35の2
計量法及び計量法施行規則に基づく適正計量管理
事業所の指定等 （9事務） 産業振興課 ○ 権限移譲事務 1 ○

35の3
農地法に基づく農地転用の許可、農地等への立入
調査、違反転用に対する処分等 （14事務） 農地・農村振興課 ○ 権限移譲事務 3 ○ ○ ○

35の4
農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく認
可、通知等 （2事務） 農地・農村振興課 ○ 権限移譲事務 8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

35の5
農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく認
可、通知等 （2事務） 農地・農村振興課 ○ 権限移譲事務 1 ○

35の6
土地改良法に基づく土地改良換地計画の清算金の
徴収支払い （1事務） 耕地課 ○ 権限移譲事務 4 ○ ○ ○ ○

36
土地改良法に基づく農業協同組合等が行う土地改
良事業に係る換地計画の認可等 （37事務） 耕地課 ○ 権限移譲事務 1 ○

37
国有財産法に基づく市町村道及び準用河川の用に
供されている国有財産に係る境界の確定等 （8事務） 用地課 ○ 権限移譲事務 54 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

38
国有財産法に基づく千葉市が管理する一般国道・
県道・二級河川の用に供されている国有財産に係
る境界の確定等

（8事務）
用地課
河川環境課

○ 権限移譲事務 1 ○

38の2
不動産登記法に基づく二級河川に供される国有財
産等の登記の嘱託 （1事務） 河川環境課 ○ 権限移譲事務 1 ○

38の3
千葉県港湾管理条例及び条例の施行のための規則
に基づく港湾施設の使用許可等 （26事務） 港湾課 ○ 権限移譲事務 1 ○

39
駐車場法に基づく路外駐車場の設置及び管理規程
の届出の受理、管理者に対する監督処分等 （6事務） 都市計画課 ○ 権限移譲事務 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

40 削除

41

都市計画法及び都市計画法施行規則に基づく知事
に対して行う都市計画施設の区域又は市街地開発
事業の施行区域内における建築物の建築の許可等
に係る申請等の経由

（3事務） 都市計画課 ○ 経由事務等 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

42

都市計画法、都市計画法施行令及び都市計画法施
行規則に基づく開発行為の許可、開発区域内にお
ける建ぺい率等の制限の指定、開発許可を受けた
土地における建築物の建築等の許可、許可等を受
けた者に対する監督処分等

（31事務） 都市計画課 権限移譲事務 16 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

43
都市計画法及び都市計画法施行規則並びに法の施
行のための規則に基づく知事に対して行う開発行
為の許可等に係る申請等の経由

（14事務） 都市計画課 ○ 経由事務等 35 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

44
宅地開発事業の基準に関する条例に基づく宅地開
発事業の工事の設計の確認、事業主に対する監督
処分等

（12事務） 都市計画課 権限移譲事務 1 ○

45
宅地開発事業の基準に関する条例に基づく知事に
対して行う宅地開発事業の工事の設計の確認等に
係る申請等の経由

（6事務） 都市計画課 ○ 経由事務等 15 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

45の2 租税特別措置法に基づく優良宅地の認定 （1事務） 都市計画課 権限移譲事務 19 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

46
租税特別措置法及び法の施行のための規則に基づ
く知事に対して行う優良宅地の認定等に係る申請
等の経由

（2事務） 都市計画課 ○ 経由事務等 35 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

47
宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく中間検査
等 （8事務） 都市計画課 権限移譲事務 13 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

48

宅地造成等規制法、宅地造成等規制法施行令及び
宅地造成等規制法施行規則に基づく宅地造成工事
の許可、許可を受けた者に対する監督処分、規制
区域内の所有者等への勧告及び改善命令等

（12事務） 都市計画課 権限移譲事務 6 ○ ○ ○ ○ ○ ○

48の2
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関す
る法律に基づく特定路外駐車場の設置の届出の受
理等

（4事務） 都市計画課 ○ 権限移譲事務 17 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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49

都市再開発法に基づく市街地再開発促進区域内に
おける建築の許可、違反行為に対する措置、土地
の買取り及び買い取った土地の処分、他人の占有
する土地への立入の許可、障害物の伐採又は土地
の試掘等の許可、市街地再開発事業の施行地区内
における建築行為等の制限、土地物件の引渡し又
は物件の移転の代執行、再開発事業計画の認定等

（7事務） 市街地整備課 ○ 権限移譲事務 17 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

49の2

都市再開発法の規定による市街地再開発事業の施
行の認可、認可を受けた者に対する監督処分等
（個人施行者、市街地再開発組合又は再開発会社
が施行する市街地再開発事業に係るものに限
る。）

（40事務） 市街地整備課 ○ 権限移譲事務 2 ○ ○

49の3

都市再開発法の規定による市街地再開発事業の施
行の認可、認可を受けた者に対する監督処分等
（再開発会社が施行する第２種市街地再開発事業
に係るものに限る。）

（19事務） 市街地整備課 ○ 権限移譲事務 1 ○

50
租税特別措置法施行令に基づく特定民間再開発事
業及び地区外転出事情の認定 （4事務） 市街地整備課 権限移譲事務 5 ○ ○ ○ ○ ○

51

土地区画整理法に基づく土地区画整理事業の施行
地区内における建築行為等の許可、許可を受けた
者に対する監督処分等（独立行政法人都市再生機
構及び地方住宅供給公社が施行する土地区画整理
事業に係るものに限る。）

（5事務） 市街地整備課 ○ 権限移譲事務 41 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

51の2

土地区画整理法に基づく土地区画整理事業の施行
地区内における建築行為等の許可、許可を受けた
者に対する監督処分等（個人施行者、土地区画整
理組合及び町が施行する土地区画整理事業に係る
ものに限る。）

（5事務） 市街地整備課 ○ 権限移譲事務 4 ○ ○ ○ ○

52
土地区画整理法に基づく知事に対して行う県が施
行する土地区画整理事業の施行地区内における建
築行為等の許可に係る申請の経由

（1事務） 市街地整備課 ○ 経由事務等 3 ○ ○ ○

53

土地区画整理法及び土地区画整理法施行令に基づ
く個人施行者の施行の認可、土地区画整理組合の
設立の認可、換地計画の認可、監督処分等（個人
施行者、土地区画整理組合又は区画整理会社が施
行するものに係るものに限る。）

（35事務） 市街地整備課 ○ 権限移譲事務 13 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

54
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進
に関する特別措置法に基づく土地区画整理促進区
域内における建築行為等の許可

（1事務） 市街地整備課 ○ 権限移譲事務 2 ○ ○

55
屋外広告物法及び千葉県屋外広告物条例に基づく
広告物の除却、広告物等の保管、廃棄等 （7事務） 公園緑地課 ○ 権限移譲事務 51 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

56
千葉県屋外広告物条例に基づく広告物等の表示又
は設置の許可、許可を受けた者に対する監督処分
等

（17事務） 公園緑地課 ○ 権限移譲事務 50 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

57
首都圏近郊緑地保全法に基づく近郊緑地保全区域
における行為の届出の受理、届出をした者に対す
る助言及び勧告等

（3事務） 公園緑地課 ○ 権限移譲事務 2 ○ ○

58 削除

59 削除

60

建築基準法、建築基準法施行令並びに建築基準法
施行条例並びに法及び条例の施行のための規則に
基づく知事又は建築主事に対して行う申請等の経
由

（23事務） 建築指導課 ○ 経由事務等 40 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

60の2
建築基準法施行条例に基づく避難及び通行の安全
上支障がないことの認定等 （6事務） 建築指導課 権限移譲事務 14 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

61
建築物の耐震改修の促進に関する法律及び法の施
行のための規則に基づく知事に対して行う計画の
認定等に係る申請等の経由

（3事務） 建築指導課 ○ 経由事務等 40 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

62
高齢者、身体障害者等の移動の円滑化の促進に関
する法律に基づく知事に対して行う計画の認定等
に係る申請等の経由

（4事務） 建築指導課 ○ 経由事務等 40 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

62の2
長期優良住宅の普及の促進に関する法律及び法の
施行のための規則に基づく許可に係る申請の受理
等

（2事務） 建築指導課 ○ 経由事務等 40 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

63 租税特別措置法に基づく優良住宅の認定 （1事務） 住宅課 権限移譲事務 36 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

64
千葉県収入証紙規則の規定による収入証紙の売さ
ばき （1事務） 出納局 経由事務等 54 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

94項目 権限移譲事務 52 637事務

1021事務 経由事務等 384事務

　※第49号の3の事務は、第49号の2の事務と重複するため、合計の事務数にカウントしていない。

25 23 2224 21 23 22 23 242417 19 18 16 28 28 23 24 30 22 2621 21 21 27 1822 22 21 19 19 19 19 21 21 19 1916 18 19 47 1918合計 45 18 23 46 17 23 23 23 1822 21


